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得点

65

窓の
面積

25

ガラ
スの
種類

30

35

155

窓面積合計：31.12㎡
外壁面積合計：135.72㎡

窓面積比率：23%

措置の概要

外壁の全面に発砲ウレタ
ン25mmを施工

項目

◎300㎡以上の建築物は省エネ措置についての届出が必要になります。
◎建設リサイクル法届出様式が変わります。

300㎡以上の建築物は省エネ措置についての届出が必要になります。

C（簡易なポイント法）による計算事例
【一般地域の事務所の外皮の省エネ性能】

複層ガラス＋明色ブライン
ドを過半に採用

合計

一般地域、用途：事務所

外壁の断熱性能

窓の断熱性
能及び窓の
日射遮蔽性

能

補正点

　改正省エネ法の施行により、平成22年4月1日から、これまでの2,000㎡以上の建築物（第一種特定建築
物）に加え、300㎡以上の建築物（第二種特定建築物）についても、省エネ措置についての届出が必要に
なります。
　着手予定日の21日前までに届出する必要があります。

　各評価項目ごとに下記のA～Cのいずれかの方法で評価します。
　C（簡易なポイント法）は、今回新たに整備された評価方法であり、詳細な評価はできませんが、計算不
要または簡易な計算により、比較的簡単に評価することができます。
　C（簡易なポイント法）の評価方法：Σ〔各項目の得点〕＋〔補正点〕≧１００点

C（簡易なポイント
法）については、
(財)建築環境・省
エネルギー機構
（IBEC）から解説
が出版されてい

ます。

この場合、合計得
点が１００点以上な
ので、判断基準を
クリアしています。



※関係法令等については、こちらで御確認ください。

（国土交通省HP：http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000005.html）

（建築宅地課HP：http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/KenchikuSidou/HartBill/syouene.html）

　日本サステナブル・ビルディング・コンソーシアム（JSBC）のホームページでBEST（省エネ計画書作成支
援ツール）が無料配布されています。（適用規模・用途は、300㎡以上5,000㎡未満の住宅を除く業務系建
築物全般です。）
　入力画面に従い入力すると、A（性能基準）相当値を計算し、届出に必要な届出書、省エネ計画書が自
動出力されます。

　BEST（省エネ計画書作成支援ツール）は、こちら
からのホームページからダウンロードできます。

（http://www.jsbc.or.jp/best_download/index.html）
※JAVA動作環境

　　Java Runtime Environment　JRE1.6.0_05 以上

　このような画面に従い入力、計算を実行する
と、届出書、省エネ計画書をPDFファイルで出力
することができ、そのまま、届出書として活用す

ることができます。



（国土交通省HP：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk1_000021.html）

　建設リサイクル法に関する省令が改正され、平成２２年４月１日から、届出様式が一部変わります。（負担軽減や効率
化のためであり、実務的には、これまでとあまり変わりはないと思われます。）
　また、内装材にに木材が含まれている場合には、当該木材を適切に分別するため、あらかじめ分別に支障となる木材
と一体となった石膏ボード等の建設資材を取り外した上で当該木材を取り外すよう順序を明確化されました。

　　お知らせ　　　大河原土木事務所建築班のホームページをご覧下さい。
　　　　　　　　 　　　このかわら版をカラーで見ることができます。
　　　　　　　　　　　 また、これまで発行したかわら版をはじめ各種情報を掲載しています。
　　　　　　　　　　　　（宮城県庁 → 土木部 → 大河原土木事務所から入って下さい）

建設リサイクル法届出様式が変わります。

※新様式等については、こちらからダウンロードできます。

転居予定先の項目
が追加されました。

記入しやすいよう、並
びが変わりました。

許可業種の項目が追
加されました。

着手・完了予定日の項
目が追加されました。

主な変更点

解体工事を請け負
うことができるの
は、解体工事業ま
たは土木工事業、
建築工事業、とび・
土工工事業です。

※別表も一部変わります。


